
申請に対する処分の審査基準・標準処理期間 

 

許 認 可 等 の 内 容 利用停止請求に対する措置 

根 拠 法 令 及 び 条 項 個人情報の保護に関する法律第１０１条 

（利用停止請求に対する措置） 
第１０１条 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情

報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求

者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。 

２ 行政機関の長等は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用

停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対

し、その旨を書面により通知しなければならない。 

※ 本条の保有個人情報のうち、特定個人情報に係る情報提

供等記録については、行政手続における特定の個人を識別

するための番号の利用等に関する法律（以下「番号法」と

いう。）第３１条第１項により適用除外 
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査

基

準 
関 係 条 項 

個人情報の保護に関する法律第９８条、番号法第３０条

第１項による読替え後の個人情報の保護に関する法律第

９８条及び個人情報の保護に関する法律第１００条 

 （利用停止請求権） 

第９８条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が

次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、

この法律の定めるところにより、当該保有個人情報

を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定め

る措置を請求することができる。ただし、当該保有

個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下

この節において「利用停止」という。）に関して他の

法令の規定により特別の手続が定められているとき

は、この限りでない。 

一 第６１条第２項の規定に違反して保有されてい

るとき、第６３条の規定に違反して取り扱われて

いるとき、第６４条の規定に違反して取得された

ものであるとき、又は第６９条第１項及び第２項

の規定に違反して利用されているとき 当該保有

個人情報の利用の停止又は消去 

二 第６９条第１項及び第２項又は第７１条第１項

の規定に違反して提供されているとき 当該保有

個人情報の提供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用

停止の請求（以下この節及び第１２７条において「利

用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日

から９０日以内にしなければならない。 

【（特定個人情報関係）番号法第３０条第１項による読

替え】第９８条 

（利用停止請求権） 

第９８条 何人も、自己を本人とする保有個人情報が



次の各号のいずれかに該当すると思料するときは、

この法律の定めるところにより、当該保有個人情報

を保有する行政機関の長等に対し、当該各号に定め

る措置を請求することができる。ただし、当該保有

個人情報の利用の停止、消去又は提供の停止（以下

この節において「利用停止」という。）に関して他の

法令の規定により特別の手続が定められているとき

は、この限りでない。 

一 第６１条第２項の規定に違反して保有されてい

るとき、第６３条の規定に違反して取り扱われて

いるとき、第６４条の規定に違反して取得された

ものであるとき、行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律第３０

条第１項の規定により読み替えて適用する第６９

条第１項及び第２項（第１号に係る部分に限る。） 

の規定に違反して利用されているとき、同法第 

２０条の規定に違反して収集され、若しくは保管

されているとき、又は同法第２９条の規定に違反

して作成された特定個人情報ファイル（同法第２

条第１０項に規定する特定個人情報ファイルをい

う。）に記録されているとき 当該保有個人情報の

利用の停止又は消去 

二 行政手続における特定の個人を識別するための

番号の利用等に関する法律第１９条の規定に違反

して提供されているとき 当該保有個人情報の提

供の停止 

２ 代理人は、本人に代わって前項の規定による利用

停止の請求（以下この節及び第１２７条において「利

用停止請求」という。）をすることができる。 

３ 利用停止請求は、保有個人情報の開示を受けた日

から９０日以内にしなければならない。 

（保有個人情報の利用停止義務） 

第１００条 行政機関の長等は、利用停止請求があっ

た場合において、当該利用停止請求に理由があると

認めるときは、当該行政機関の長等の属する行政機

関等における個人情報の適正な取扱いを確保するた

めに必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個

人情報の利用停止をしなければならない。ただし、

当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当

該保有個人情報の利用目的に係る事務又は事業の性

質上、当該事務又は事業の適正な遂行に著しい支障

を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限

りでない。 

※ 第１００条の保有個人情報のうち、特定個人情報

に係る情報提供等記録については、番号法第３１条

第１項により適用除外 



基 準 

 

（未設定の場 

 

合はその理由） 

・ 第１００条の「利用停止請求に理由がある」とは、
第９８条に規定する、「自己を本人とする保有個人情
報」が次のとおり取り扱われているときをいう。 
１ 第６１条第２項の規定に違反して保有されている

とき 
２ 第６３条の規定に違反して取り扱われているとき 
３ 第６４条の規定に違反して取得されたものである

とき 
４ 第６９条第１項及び第２項の規定に違反して利用

されているとき（※保有特定個人情報を除く。） 
５ 番号法第３０条第１項の規定により読み替えて適

用する第６９条第１項及び第２項（第１号に係る部
分に限る。）の規定に違反して利用されているとき
（※情報提供等記録を除く保有特定個人情報に限
る。） 

６ 番号法第２０条の規定に違反して収集され、若し
くは保管されているとき（※情報提供等記録を除く
保有特定個人情報に限る。） 

７ 番号法第２９条の規定に違反して作成された特定
個人情報ファイル（同法第２条第１０項に規定する
特定個人情報ファイルをいう。）に記録されていると
き（※情報提供等記録を除く保有特定個人情報に限
る。） 

８ 第６９条第１項及び第２項又は第７１条第１項の
規定に違反して提供されているとき（※保有特定個
人情報を除く。） 

・ 第９８条第１項第１号関係（保有個人情報の利用に
係る停止等） 

本号に該当するのは、第６１条第２項の規定に違反
して保有されているとき、第６３条の規定に違反して
取り扱われているとき、第６４条の規定に違反して取
得されたものであるとき、又は第６９条第１項及び第
２項の規定に違反して利用されているときである。 

本号の場合は、実施機関が当該利用停止請求に係る
保有個人情報を保有しているため、これ以上の利用を
行わない「利用の停止」の請求のほか、保有しないこ
ととする「消去」の請求もすることもできる。 

・ 番号法第３０条第１項による読替え後の第９８条第
１項第１号関係（保有特定個人情報の利用に係る停止
等） 

本号に該当するのは、第６１条第２項の規定に違反
して保有されているとき、第６３条の規定に違反して
取り扱われているとき、第６４条の規定に違反して取
得されたものであるとき、番号法第３０条第１項の規
定により読み替えて適用する第６９条第１項及び第２
項（第１号に係る部分に限る。）の規定に違反して利用
されているとき、同法第２０条の規定に違反して収集
され、若しくは保管されているとき、又は同法第２９
条の規定に違反して作成された特定個人情報ファイル
（同法第２条第１０項に規定する特定個人情報ファイ
ルをいう。）に記録されているときである。 

・ 第９８条第１項第２号関係（保有個人情報の提供に
係る停止） 

本号に該当するのは、第６９条第１項及び第２項又



は第７１条の規定に違反して外部提供をしている場合
である。 
 本号の場合は、実施機関に対して「提供の停止」を
請求することはできるが、提供した個人情報の回収は
含まれない。 

 
・ 番号法第３０条第１項による読替え後の第９８条第

１項第２号関係（保有特定個人情報の提供に係る停止） 
  本号に該当するのは、番号法第１９条（特定個人情

報の提供の制限）の規定に違反して外部提供をしてい
る場合である。 

  本号の場合は、実施機関に対して「提供の禁止」を
請求することはできるが、提供した個人情報の回収は
含まれない。 

参 考 事 項  

設 定 等 年 月 日 令和５年４月１日設定（令和８年１月１日最終変更） 

標

準

処

理

期

間 

標準処理期間 

（未設定の場

合はその理由） 

総日数  

利用停止請求があった日から３０日以内（個人情報の

保護に関する法律第１０２条第１項） 

設定等年月日 令和５年４月１日設定（令和 年 月 日最終変更） 
 


